
 
献血にご協力ください（200mL・400mL） 
【日時・場所】６月３０日（金） １０：００～１１：４５ 町保健センター 
※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険証等）
をお持ちください。 
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 
 

公民館文化体験プログラム（第１回） 

和菓子教室を開催します 
町公民館では、自分の才能や趣味を再発見してもらうため様々な

プログラムを企画しています。今回は、職人の方を講師として、和菓
子教室を実施しますので、ご希望のある方はご参加ください。 
【日時】６月２９日(木) １３：３０～１６：３０頃 
【費用】１，０００円 
【定員】２０名（先着順） 
【持ち物】エプロン、三角きん、ハンドタオル、筆記用具、タッパー 
【申込方法】６月２４日（土）までに、電話にて住所、氏名、年齢、電話

番号を公民館へお知らせください。 
【申込み・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

第６２回予防医学事業推進全国大会開催 
公益財団法人ちば県民保健予防財団では、すべての国民が「健

康寿命の延伸」を目指して、適切な健康づくりに取り組んで行けるよ
う、行政と県民が一体となって「本当の健康」について理解し考えるこ
とを目的とした全国大会を実施します。 
【日時】１０月２７日（金） １０：００~１５：３０ 
【場所】幕張メッセ国際会議場コンベンションホール 

（千葉市美浜区中瀬２－１） 
【内容】大会テーマ「健康寿命の延伸を目指して」 

～未来を切り拓く健康づくり～ 

記念講演「量子メスが切り拓く新たながん治療の可能性」 
国立研究開発法人 
量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 

臨床研究クラスタ長 病院長 鎌田正 氏 
表彰「健康づくり標語コンテスト入賞」 
文化講演「健康づくりは目標づくり」 
スポーツジャーナリスト 大阪芸術大学教授 増田明美 氏 

特別講演「健康長寿社会をめざす iPS細胞研究の展開」 
京都大学ウイルス・再生医科学研究所教授 
京都大学 iPS細胞研究所副所長 戸口田淳也 氏    

【参加費】無料（昼食付） 
【定員】１，０００名（事前申込先着順、定員に達し次第締切） 
【申込方法】はがき又はＦＡＸに参加者全員の氏名・郵便番号・住所・

電話番号・「全国大会参加希望」を明記し、下記、大会事
務局へ送付してください。（９月１日（金）必着）また、ホー
ムページの申込画面からもＷｅｂ申込可能です。 

【参加証】８月下旬より順次、参加証をお送りします。 
【主催】公益財団法人ちば県民保健予防財団 

【申込み・問合せ先】 
〒２６１－０００２ 千葉市美浜区新港３２－１４ 
公益財団法人ちば県民保健予防財団 大会事務局 
ＴＥＬ ０４３－２４６－０３５０ ＦＡＸ ０４３－２４６－８６４０ 
ＵＲＬ http://www.kenko-chiba.or.jp 
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２０１７ 日本メキシコ学生交流プログラム 

ホストファミリー募集！ 
町では、２０１７日本メキシコ学生交流プログラムの実施に伴い、メキ

シコ人留学生を受け入れてくださるホストファミリーを募集します。 
この事業はメキシコ大使館、外務省、千葉県など関係省庁をはじ

め、千葉工業大学の協力のもと、日本とメキシコの交流の始まりである
御宿町で主に過ごし、日本語・日本文化・歴史などを学び、将来日本
とメキシコの懸け橋となる人材の育成を目的として行われるものです。 
※日本滞在中の学生は、基本的に日本語のみで会話をします。 
【日程】ホームステイ ７月８日（土）～７月１７日（月） 

日本滞在 ７月３日（月）～８月２日（水） 
【受入人数】１～２名程度（１世帯あたり） 
【来町学生人数】１０名 
【応募締切】６月２３日（金） 
【申込み・問合せ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 
 

平成２９年度毒物劇物取扱者試験を実施します 
【試験の種類】（１）一般毒物劇物取扱者試験 

（２）農業用品目毒物劇物取扱者試験 
（３）特定品目毒物劇物取扱者試験 

【試験日程】８月１０日（木）※各試験共通 
集合時刻 １３：００  試験開始時刻 １３：３０ 
試験終了時刻 １５：３０ 

【試験場所】敬愛大学稲毛キャンパス 千葉市稲毛区穴川１－５－２１ 
【願書受付日程及び場所】 
［持参］７月６日（木）及び７月７日（金）の、９：３０～１１：３０、１３：００～

１６：００に、千葉県教育会館３０４会議室で受け付けます。 
［郵送］６月２６日（月）～３０日（金）に、以下の宛先まで郵送してくださ

い。（締切日消印有効） 
〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１ 
千葉県健康福祉部薬務課審査指導班 

※なお、書留郵便によるものとし、表に「毒物劇物取扱者試験願書在
中」と朱書きしてください。 
詳細は、千葉県健康福祉部薬務課までお問い合わせください。 

【問合せ】千葉県健康福祉部薬務課 ＴＥＬ ０４３－２２３－２６１８ 
 

特定外来生物オオキンケイギクの 
取扱いにご注意ください 

現在、町内各所で花を咲かせているオオキンケイギク（黄色いコス
モスに似た花・町ホームページに写真掲載中）は、旺盛な繁殖力と、
根から他の植物の育成を妨げる物質を放出することから、周囲の生態
系に被害を及ぼす特定外来生物に指定されています。そのため、生
きたままの運搬、保管や栽培、販売、譲渡、輸入、野外への放出が法
により禁止されています。取扱いにご注意ください。 
また、処分する際には、根や茎が残っているとそこから再生するた

め、根から引き抜いたうえで２～３日天日にさらして枯死させ、拡散防
止のためビニール袋で包んでから処分してください。その場に放置す
ると種が散布されてしまいます。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter @KohoOnjuku 

★Twitterアラートの配信を行っています★ 
 

年金の受給資格期間が短縮されました 
年金を受けとるために必要な保険料の納付期間が２５年から１０年

に短縮されました。 
資格期間が１０年以上２５年未満の方で、「昭和３０年８月１日以前

生まれの男性」、「昭和３２年８月１日以前生まれの女性」が対象者と
なります。対象者には、日本年金機構より「短縮」と記載した黄色い封
筒が郵送されます。 
お手元に届きましたら、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえ、年金

事務所で請求手続きを行ってください。  
【問合せ】ねんきんダイヤル ＴＥＬ ０５７０－０５－１１６５ 

千葉年金事務所国民年金課 ＴＥＬ ０４３－２４２－６３２０ 
税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 

 

家庭教育相談をお受けします 
町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を受け

付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えします。秘密は
厳守しますので、お気軽にご相談ください。 
【日時】６月２２日（木） ９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 
【場所】公民館２階 クラブ室 
【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

介護予防教室巡回型元気いきいき教室を開催します 
町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で運動や

レクリエーションを行う巡回型元気いきいき教室を実施します。皆さん
のご参加をお待ちしています。 
【日時・場所】６月２６日（月） １３：３０～１５：００ 御宿台集会所 

７月 ３日（月） １３：３０～１５：００ 六軒町青年館 
※他の地区は日程が近くになりましたらお知らせします。 
※事前に申し込みが必要になりますので、保健福祉課福祉介護班ま
でご連絡ください。 

【対象】町内在住の６５歳以上の方 ２０名（先着順） 
※６５歳未満の方も見学できます。 

【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具 
動きやすい服装でお越しください。 

【内容】簡単な体操・歌・レクリエーション・ゲーム 等 
【申込み・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/


　　動物についての対処、相談について、参考にしてください。

　　　　ヘビ、ハチ等

　　　死んでいる

　路上・庭

家の中や屋根裏等の駆除、ヘビ・ハチ・
シロアリ・ネズミ等害虫獣の駆除は、民
間事業者へご依頼ください。

・農地、農作物等の有害獣被害
（イノシシ、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、シカ、キョン等）
わな等の動物捕獲の連絡は、わな近くのプレートに記入してある捕獲従事者に連絡のご
協力をお願いします。
農地等の有害獣被害等についての防護柵資材補助や新規でわな免許取得をするための
補助などがありますので産業観光課農林水産班へご相談ください。また、町職員では直
接の駆除・捕獲はできないため、捕獲従事者へ依頼して行っています。(捕獲、駆除には、
狩猟免許や捕獲許可が必要です。）

・鳥、家畜類
（鳥、牛、ヤギ等）
家畜類の脱走については、いすみ警察署又は産業観光課
農林水産班へご連絡ください。（所有者がわかる場合は、
所有者にも連絡をお願いします。）
また、野鳥等死骸について、不自然な場合（大量に死んでいる、
突然空から落ちてきた等）は不用意に触れたり近づかないでください。

・海がめ・イルカ・クジラ等
イルカやクジラ等が海岸に打ちあがったときは産業観光課農林水産班へご連絡ください。
海がめの卵を触ることは法律により禁じられています。
※海がめ等は死んでいても産業観光課農林水産班へご連絡ください。

産業観光課　農林水産班　　　　　　　いすみ警察署
電話　６８－２５１３　　　　　　　　　　　電話　６２－０１１０

建設環境課　環境整備班
電話　６８－６６９４

確認内容
（　犬　・　猫　）　（　生きている　・　負傷　）
（　　　何匹　　）　（　犬場合は鑑札の有無）
（　雄　・　雌　）　（　首輪　・　毛色等　）
（大きさ　大　・　中　・　小）

・迷い犬‥‥夷隅健康福祉センターで捕獲
業務を行います。
・捨て猫‥‥夷隅健康福祉センターに連絡
してください。

※　負傷犬、猫については、夷隅健康福祉
センターにご連絡ください。
※　夜間、休日はガイダンスにしたがって
対応することになりますのでご注意くださ
い。

夷隅健康福祉センター（旧保健所）
電話　７３－０１４５

　　　　生きている（保護）

※　イヌ・ネコについては、
状態により連絡先が異なります。

※　イヌ・ネコ以外のその他不明な動物の
相談について

夷隅地域振興事務所
地域環境保全課
電話　８２－２４５１

注意！
野生動物と出くわした場合
危険ですので近づかず、建物の
中や車の中に避難しましょう。

　　　　家の中・屋根裏
何の動物ですか？

死んでいる

○動物の対処について

農地や農作物以外の被害については、いすみ警察署へご相談ください。
（町の有害獣捕獲は、捕獲従事者に依頼して農作物や農地等
の被害を減らすため、わな等での捕獲をしています。路上等での
捕獲をしていないため対応ができません。）
また、ペット等については遺失物となるため、いすみ警察署へ
ご連絡ください。

いすみ警察署
電話　６２－０１１０

イノシシ、アライグマ
家畜、海がめ等 イヌ、ネコ等

※町道や町有地の場合は

建設環境課　環境整備班
電話　６８－６６９４

※　県道、国道の場合は

夷隅土木事務所　管理課
電話　６２－３３１４

※　個人の土地で死んでいる場合は
土地所有者、管理者で処理してくださ
い。（町指定のゴミ袋に入れ生ゴミの
回収日に出してください。）

キョン

アライグマ

イノシシ

 
 


